
寒川町障がい者福祉計画

平成30年度実施結果及び進捗管理シート

H30年度からR2年度の3年間で取り組むこととしている具体的な内容

H30年度中に実施した内容

●進捗管理シートの見方

施策の内容に対し、

進捗状況対する福祉

課の評価とその理由

【評価項目】

・達成

・概ね順調

・やや遅れている

・遅れている

・未実施

資料 ５

内部評価とは別に、町地域自立支援協議会としての評価結果を記載

評価項目は内部評価と同じ

評価を受けて、今後の方向性

と、改善内容等を記載



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

進捗状況（Do） 主管課

出前講座について、町民ニーズに合った具体的なテーマを検討し実施していくことで、障がい特性

及び障がいのある人や障がい福祉に対する町民の理解を深める啓発活動を行う。

出前講座の申し込みはなかったが、当事者団体

からの要望により、障がい福祉サービスの利用

の仕方などの説明会を行った。

福祉課

1　お互いを尊重し理解しあえるまちづくり １　啓発・相互理解の促進

①広報・啓発活動の推進

施策の内容（Plan）

広報紙やホームページ、ポスター等を通じて情報提供を行う。 障がいの理解を深めるためのポスターやリーフ

レットを作成し、公共施設や町内事業所へ配布

した。

「広報さむかわ」にあっては、重度障害者医療

証の一斉更新などの定例的な記事のほか、H31

年3月号において、特集記事を掲載し障害者理解

促進を図った。

また、障害者週間にあわせ、障がい種別ごとの

障がい特性などを記載したリーフレットを障害

者差別解消支援地域協議会（町地域自立支援協

議会内）において作成し、自治会の回覧により

全町民向けに日ごろどのような配慮が必要かな

どの普及啓発を図った。

福祉課

社会福祉協議会

1-1-①



施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性

普及啓発は、定期的かつ計画的に実施

することにより定着していくものであ

るため、継続実施していくが、今まで

関心のなかった方などに対し、新たな

啓発活動を行っていく必要がある。

概ね順調 概ね順調 継続

評価理由

定例的な啓発活動のほか、広報

さむかわにおける特集記事や回

覧による周知活動を新たに実施

したことなどによる。

評価理由

広報さむかわに特集されるな

ど、一般市民の目に触れる広報

活動が行われたが、出前講座の

存在があまり知られておらず、

周知が必要と考える。 取組内容

1-1-①



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

寒川町総合図書

館

福祉課

福祉課

「障害者週間」を中心に障がい者団体等と連携し、作品展示会や販売会を実施しています。これら

を引き続き推進する。

障害者週間に町役場本庁舎等で寒川町事業所連

絡会主催による町内事業所の作品等の展示即売

会（年2回）において啓発を行った。

障がい特性及び障がいのある人の生活のしづらさについて知り、そして理解を深めるため、広報紙

の活用やリーフレットの配布等を行う。

ふれあい福祉祭りにおいて、障害者差別解消に

関するリーフレットの配布を行った。

また、障害者週間にあわせ、障がい種別ごとの

障がい特性などを記載したリーフレットを障害

者差別解消支援地域協議会（町地域自立支援協

議会内）において作成し、自治会の回覧により

全町民向けに日ごろどのような配慮が必要かな

どの普及啓発を図った。

福祉課
町地域自立支援協議会と連携し、より障がいに対する理解促進に向けた手法を検討し、実施する。

障がい者団体と協力し、障がいのある人が作った手作り品等を庁舎内で展示することにより、町民

とのふれあいの場を提供し、障がい者理解の促進を図る。

自閉症児者の作品展を町役場１階で毎年１月下

旬に開催した。

寒川町総合図書館や町障害者事業所連絡会と協

力し、12月に障がい者の生活をテーマに企画展

示を実施した。

自閉症児者親の会と協力し、4月1日の世界自閉

症啓発デーに合わせたバリアフリー映画会を開

催した。

1　お互いを尊重し理解しあえるまちづくり １　啓発・相互理解の促進

②障がい特性および障がいのある人に対する理解の促進

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

1-1-②



施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性概ね順調 概ね順調 継続

評価理由

町総合図書館や町障害者事業所

連絡会、障がい者関係団体等と

連携した新たな活動を複数実施

したことなどによる。

評価理由

図書館企画展示等の新たな企画

を実施したことは評価できる

が、障がい特性について理解し

ている方は、まだ少ない状況で

ある。 取組内容

理解促進を図るためには、継続した活

動が必要である。

1-1-②



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

福祉課町社会福祉協議会が行っているボランティア活動の状況等につい

て情報収集に努め、広報紙や障がい福祉ガイドブック、ホーム

ページを通じて、ボランティア活動の紹介、募集、講座の案内等

をし、障がいのある人をはじめ、広く町民に対してボランティア

活動の内容や実態に関する情報提供を行う。

30年5月に視覚に障害のある方へ麦笛の会（広報等の音声化データ送付）の照会

通知を送付した。

31年3月号の町広報の特集記事で、はーとぽっぽのボランティア活動についての

情報提供を行った。

社会福祉協議会の実施するサポートさむかわを障がい福祉ガイドブックに掲載し

た。

「寒川町町民ボランティア団体等登録制度要綱」に基づき、ボランテイア団体の

登録とホームページで登録団体の紹介を行った。

地域で暮らす障がいのある人が、その人らしく豊かに生活できる

よう、地域団体や町内事業所などに理解を求める。

障がいについての理解を促進し、地域のネットワークづくりを目的に、町地域自

立支援協議会に設置している相談支援体制に関するワーキンググループと、自治

会長連絡協議会や民生委員、教育関係機関との懇談会等を実施した。懇談会の成

果として、自治会の協力のうえ、障がいに関する回覧や、一之宮小学校広域避難

所運営委員会と地域自立支援協議会とで協力し、災害時に障がい者等に向けた掲

示物を作成することができた。

福祉課

町民安全課

地域で暮らせるための支援体制のあり方について検討し、地域福

祉活動の充実を図る。

1　お互いを尊重し理解しあえるまちづくり １　啓発・相互理解の促進

③地域共生社会の実現に向けた取り組み

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）
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施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性

地域での懇談会は引き続き地域住民に

身近なテーマを設定して地道に実施す

ることが必要。

やや遅れている やや遅れている 重点化

評価理由

懇談会を実施したことによる成

果がでているものの、避難所掲

示物の整備などは、今後、他の

地域へ広げていく必要があるこ

とや、ボランティアの新たな担

い手の掘り起こしなどの課題が

あることなどによる。

評価理由

自立支援協議会と自治会との懇

談会を開催したこと、その後防

災の問題についての共有など、

障がい分野だけではない発展に

つながっていることは評価でき

るが、更なる連携が必要である

ため。

取組内容

1-1-③



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

福祉課

社会福祉協議会

福祉課

高齢介護課

社会福祉協議会

福祉課

高齢介護課

福祉課

施設入所者や入院している人、各種契約行為等をすることが困難

な人に対し、成年後見制度を利用できるよう関係機関と連携する

とともに、後見人等の報酬や申し立て費用を助成する成年後見制

度利用支援事業を推進する。

町社会福祉協議会において、権利擁護ネットワーク連絡会を年１～２回実施し、

町内の関係機関の連携強化や権利擁護意識の向上と顔の見える関係づくりを実施

した。

身寄りのない障がい者等の成年後見制度における申立を実施するともに、必要に

応じ後見人等の報酬等の助成を行った。

成年後見制度については制度や手続きが煩雑で、わかりにくいと

の意見が多いことから、身近な場所での相談として、引き続き、

相談員による成年後見相談を実施する。

町社会福祉協議会において、月に1回、コスモス成年後見サポートセンター会員に

よる成年後見相談を実施した。

広く、成年後見性をを周知することを目的に、成年後見講座を1回開催した。

障害者虐待防止法では、障がいのある人への虐待を発見した場合

には、通報・届出をすることが義務付けられていることから、福

祉課に虐待防止センターを設置しています。同センターが通報届

出窓口となって、適切な対応を図る。

町のメール配信サービスやTwitter、町広報誌により周知を図った。

24時間通報・届出を受け付ける体制をとり、通報にあっては、速やかに状況確認

を行い、必要に応じ一時保護等を実施した。

障がいのある人が、どこで誰とどのように生活するかを選択する

ため、それぞれの障がいの特性や環境等に配慮した多様な意思決

定支援＊を継続的に行うことにより、障がいのある人の日常生活

並びに社会活動の質の向上を図る。

津久井やまゆり園入所者に対し、たびたび訪問し面談し、関係性の構築を図ると

ともに、意思決定支援会議等においても本人の障がい特性に配慮した意思決定支

援に努めた。

また、窓口等に相談に来られる障がい者等に対し、その人の立場に立ち、日ごろ

の生活全般における意思決定のサポートを行っている。

1　お互いを尊重し理解しあえるまちづくり １　啓発・相互理解の促進

④権利擁護体制の推進

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

1-1-④



福祉課

福祉課

福祉課

福祉課

施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性

成年後見制度にあっては、必要な対応

はできているが、潜在的な制度利用が

必要な方の掘り起こしや、制度未利用

者への働きかけを行っていく。また、

職員対応要領による事例共有の仕組み

の構築を図る。

障害者差別解消支援地域協議会として位置付けている町地域自立

支援協議会において、障がいを理由とする差別に関する相談及び

当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消す

るための取り組みを推進する。

H30年度は、障がいを理由とする差別に関する相談は寄せられなかった。

概ね順調 概ね順調 継続

評価理由

権利擁護にあっては、意思決定

支援、成年後見制度利用助成や

申立、虐待防止センターの取り

組み等、必要に応じ、適切な対

応ができていると判断したた

め。

評価理由

成年後見人制度助成など、必要

な制度への相談が適切に行える

ようになっている。

寒川町の職員対応要領による事

例が共有される仕組みがない。

事例の共有によって町職員のみ

ならず民間の取組に向けての指

標につながる。

取組内容

同計画の策定に関するアンケート結果から、法律の趣旨や目的の

認知が不十分であると考えられることから、障がいのある人に限

らず、すべての町民に対して、虐待とは何かなど、周知の推進を

図るとともに、緊急時に一時保護が必要な場合に備えて、居室の

確保にも努める。

緊急一時保護の居室を確保することにより、被虐待者の安全を確保した。

H30年度実績

　一時保護実施件数・・・1件

平成28年4月施行の障害者差別解消法で規定されている基本方針

に基づき、法の趣旨・目的等に関する広報啓発活動等に取り組み

ます。

H31年3月号の「広報さむかわ」において、特集記事を掲載し障害者理解促進を

図った。

ホームページの随時更新を行っている。

平成29年4月1に施行した「寒川町障害を理由とする差別の解消の

推進に関する職員対応要領」に基づき、適切な運用及び障がいを

理由とする差別の解消の推進に取り組む。

障害者差別解消支援地域協議会（町地域自立支援協議会内）においてリーフレッ

トを作成し、自治会の回覧により全町民向けの普及啓発を図った。

1-1-④



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

福祉課

福祉課

福祉課

福祉課

障がいのある人やその家族が、民生委員や委託相談支援事業者等の様々な活動内容を知ることがで

き、利用しやすいような環境づくりを推進する。

民生委員が障がいのある方の家に定期的に訪問

を継続的にするなど等見守り活動を行った。

平成２４年度に町内の信用金庫と地域の見守り

に関する協定を締結し、見守り体制づくりを

行っている。

町では、障がいのある人が気軽に立ち寄れる場所として、町内の福祉事業所に対して、「ほっとす

ぺーす」の登録を推進しています。地域生活を送る上での不安の軽減を図るとともに、本人の実情

に即した新体制のネットワークの確立に努める。

町内の福祉事業所に対し、事業所が開所する際

にはほっとすぺーすの趣旨を説明、登録するよ

う促すなど、ネットワークづくりを進めた。

専門性が求められる多様な相談内容に応じるため、福祉課窓口に精神保健福祉士等の有資格者を配

置することに努める。

福祉課に精神保健福祉士を配置しするととも

に、相談支援事業所を南北に２箇所設置するこ

とにより相談支援体制を確保した。

相談支援を適切に実施していくために、担う人材の育成や相談支援に関する周知を図ることで相談

支援事業を充実させ、障がいのある人のニーズに応じたサービスが提供できるよう努める。

窓口での相談に対し、ニーズに応じて相談支援

事業所を紹介した。

町内事業者に対し、相談支援専門員の研修の周

知を図った。

町職員が相談支援専門員の研修を受け、相談に

対する基礎知識を身につけている。

２　地域におけるサービスの充実 ２　生活支援

①身近な相談窓口の充実

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

２－２－①



主管課

高齢介護課

地域包括支援セ

ンター

福祉課

施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性

障がい当事者のニーズに応じたサービ

ス提供につなげていくため、必要な時

に相談支援事業に繋がれる体制の確保

に努めていく。

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

介護保険制度と障がい福祉サービス等をはじめとする障がい者施策との調整やケース会議等を通じ

て関係機関との連携強化を図り、的確な相談と援助、サービスへのつなぎ機能の充実を図る。

介護保険利用の関係機関と連携し、介護保険で

対応ができないサービスや、個別のケースの障

害福祉サービスの調整等を行っている。

障害福祉サービから介護保険サービス対応への

引継ぎ等について、相談支援事業所と地域包括

支援センターとのやり取りについてつなぎ機能

を強化している。

地域包括促進会議への参加等による、介護保険

利用者とその家族における問題において、包括

的な支援のために情報の共有に勤めている。

概ね順調 概ね順調 継続

評価理由

本施策に位置付けられている取

り組みは概ね順調に進んでいる

と判断するが、28年度に実施し

た相談支援に関するアンケート

では、相談支援事業所の認知度

が低かったことなどから、今後

も相談支援事業所含め、相談支

援体制の強化は重要と考える。

評価理由

相談支援事業所が2か所にな

り、ワーキンググループで検討

されるなど、相談の入り口とな

る機関との連携を進めている。

取組内容

２－２－①



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

子育て支援課

福祉課

福祉課

施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性

多様な相談へ対応できる専門性を持っ

た相談機関として、基幹相談支援セン

ター等の設置に向けた、更なる取り組

みの推進と、困難ケースの対応のた

め、専門機関との連携の強化を図る。

専門性が求められる多様な相談内容に応じるため、福祉課窓口に精神保健福祉士等の有資格者を配

置することに努める。（再掲）

福祉課に精神保健福祉士を配置しするととも

に、相談支援事業所を南北に２箇所設置するこ

とにより相談支援体制を確保した。

やや遅れている やや遅れている 重点化

評価理由

年々困難ケースが増加してお

り、相談員の更なる専門性が必

要となっている。また、令和2

年度までに設置することとされ

ている地域生活支援拠点（基幹

型相談支援センター等）の実現

に向け、さらに取り組みを進め

ていく必要があるため。

評価理由

多様化、困難化している相談に

対応するために、町外の関係機

関との連携と合わせて、町内の

相談体制の全体の底上げが必

要。

そのためにも基幹相談支援セン

ターの設置が急務と考える。

取組内容

専門性が求められる多様な相談内容に応じられるよう、児童相談所、茅ヶ崎市保健所、総合療育相

談センター、発達障害者地域支援マネージャー、神奈川県発達障害支援センター「かながわA」等

の各機関と連携を図り、相談体制を充実する。

ケース会議等を通じて関係各課との連携強化を

図り、的確な相談と支援、サービスへのつなぎ

機能の充実を図った。

また、ケースに応じて関係機関とは連携を図

り、対応をしている。

２　地域におけるサービスの充実 ２　生活支援

②専門的な相談体制の充実

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

２－２－②



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

町民安全課

福祉課

福祉課

福祉課

町自立支援協議会に属するワーキンググループ等において、地域の相談支援体制の在り方や関係機

関による連絡体制の構築及び困難事例への対応などについて検討する。

地域のネットワークづくりを目的に、町地域自

立支援協議会に設置している相談支援体制に関

するワーキンググループと、自治会長連絡協議

会や民生委員、教育関係機関との懇談会等を実

施した。

相談支援事業所や茅ヶ崎保健所等の関係機関と

ケース検討を行った。

地域における中心的な役割を担い、地域生活支援拠点として総合的な相談業務を行う、基幹型相談

支援センターの設置や包括的な支援体制の整備について検討し準備を進める。

町地域自立支援協議会において、地域生活支援

拠点事業として、町にあわせた制度とすべく、

課題整理を行った。

町地域自立支援協議会の機能を強化し、地域の関係機関によるネットワークの構築や地域の実態や

課題等の情報を共有し、社会資源＊の開発・改善等、障がいのある人のニーズの実現に必要なこと

について協議・検討する。

地域自立支援協議会に寒川町差別解消地域支援

協議会の機能を付加するなど、その時々の課題

を協議する場としての役割を担っている。

また、一之宮小学校広域避難所運営委員会と地

域自立支援協議会で協力し、災害時に障がい者

等に向けた掲示物を作成した。

２　地域におけるサービスの充実 ２　生活支援

③地域自立支援協議会の強化

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

２－２－③



施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性

今後も、地域の実情に応じた協議会の

運営を行って行く。

また、地域生活支援拠点事業の準備や

実施に向け、具体的な取り組みが必要

である。

概ね順調 概ね順調 継続

評価理由

町地域自立支援協議会の活動に

あっては、概ね順調に取り組み

を進めることができた。また、

地域の相談支援体制の在り方な

どを検討するワーキンググルー

プにあっては、当初の活動目的

を達成したものとし、解散する

こととなった。

評価理由

地域支援協議会の活動が活発に

なってきている。

取組内容

２－２－③



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

福祉課

福祉課

福祉課

福祉課

医療的ケアなど特別な配慮が必要で、サービスを利用することが難しい場合や緊急にサービスを利

用することが必要になった場合に地域の中で対応できる体制づくりをめざし、短期入所を提供でき

る障がい福祉サービス拠点事業所を、引き続き湘南東部保健圏域に配置する。

障がい福祉サービス地域拠点事業所配置事業を

平成26年度から実施。平成30年度の利用実績は

延べ24名、139日間（登録者数：1名）。今後も

実施していく。

難病患者について、障がい福祉サ―ビス等の対象となっているところですが、一層の制度の周知と

ともに、病状の変化や進行等に配慮した適切なサービス量が確保できるよう努める。

年1回発行している寒川町障がい福祉ガイドブッ

ク内において、対象となる難病一覧及びサービ

スの種類等を掲載し周知を図り、サービスの確

保に努めている。

相談支援専門員が、一人ひとりの心身の状況やサービス利用の意向、家族の状況等を踏まえ、適切

に利用できるよう利用サービスの種類、内容等を定めたサービス等利用計画を適切に作成できる体

制に努める。

南北に相談支援事業所を1か所ずつ設置すること

により、町内のどの地域にお住いの利用者でも

相談しやすい体制を確保に努めた。

障がいのある人が住み慣れた地域社会で安心した暮らしが送れるよう、障がい種別によらない一元

的な障がい福祉サービスの充実を図る。

親亡き後を見据えた、地域生活支援拠点事業の

実現に向けて、町地域自立支援協議会において

検討を進めた。

２　地域におけるサービスの充実 ２　生活支援

④障がい福祉サービスの充実

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

２－２－④



施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性やや遅れている やや遅れている 重点化

評価理由

必要とされている福祉サービス

の提供はできているものの、R2

年度中に実施することとされて

いる地域生活支援拠点事業の実

現に向け、今後準備をさらに進

めていく必要があるため。

評価理由

制度上の福祉サービスはある

が、人員・施設等の不足によ

り、希望通りのサービスを受け

られない所状況にある。

取組内容

緊急時の体制整備など、地域生活支援

拠点として必要とされる事業実施に向

けての準備が必要。

２－２－④



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

福祉課

福祉課

施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性

地域生活支援拠点事業の令和2年度実

施に向け、具体的な検討を進めていく

必要がある。

その他の地域生活支援事業（相談支援事業以外）については、利用者のニーズを踏まえながら、各

事業におけるサービス量の確保に努める。

実施計画にあたる「第４期障がい福祉計画」に

サービスの見込量を位置づけ、確保に努めると

ともに、サービスの支給決定等にあっては、利

用者の現状を踏まえ、必要なサービス量の決定

に努めた。

やや遅れている やや遅れている 重点化

評価理由

サービス提供は概ね順調と考え

るが、R2年度中に実施すること

とされている地域生活支援拠点

事業（相談支援体制の強化と緊

急時の体制づくり等）の実現に

向け、今後準備をさらに進めて

いく必要があるため。

評価理由

寒川町の規模としての計画実施

は概ね順調ではあるが、地域生

活支援拠点整備に向けた具体性

がまだ見えてきていない。
取組内容

相談支援事業所については、今後想定される障害者手帳所持者の増加に合わせて、適切な相談支援

体制の整備に努める。

相談支援事業所を中心に、ケース会議等を通じ

て関係各課との連携強化を図り、的確な相談と

援助、サービスへのつなぎ機能の充実を図ると

ともに、福祉課職員の相談支援相談員初任者研

修への参加などによる、資質の向上に努めた。

２　地域におけるサービスの充実 ２　生活支援

⑤地域生活支援事業の充実

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

２－２－⑤



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

福祉課

福祉課町が行う各種行事やイベントにおいて、障がい者団体が参加できるよう、環境整備に努める。ま

た、障がいのある人が参加できるスポーツ教室や地域交流行事等に参加できるよう、町社会福祉協

議会等と連携し、支援する。

障がい者団体等が、申し込みがしやすくなるよ

う、産業まつりの申請窓口として福祉課が役割

を担うなどの配慮に努めた。

卓球教室を継続的に開催している。

H30年4月1日の世界自閉症啓発デイには、茅ヶ

崎寒川自閉症児者親の会が開催したバリアフ

リー映画会をバックアップした。

スポーツ・レクリエーション・文化活動へ障がいのある人の参加を促進する。また、障がいのある

人が利用しやすい環境を整備する観点から、手話通訳者・要約筆記者の派遣の充実を図る。

全国または県の障害者スポーツ大会及びスポー

ツ観戦等の参加者を募るとともに、希望する参

加者の送迎を行った。

手話通訳者、要約筆記者については、個人の派

遣依頼の他、町主催の講演会等事業にも派遣、

情報保障を図った。

２　地域におけるサービスの充実 ２　生活支援

⑥スポーツ・レクリエーション・文化活動等の充実

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

２－２－⑥



施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性

既存の町民活動への参加に向けた合理

的配慮について検討し、機会の拡大を

図るとともに、障がいのある方が参加

しやすい環境づくりと、情報発信の方

法について検討していく必要がある。

やや遅れている やや遅れている 重点化

評価理由

スポーツ・レクリエーション・文化活

動の参加支援に関する取り組みは概ね

順調と考えるが、障がいのある方が参

加できる文化活動の場等が少なく、関

係各課との調整や可能なイベント等の

掘り起こしが必要と考える。

評価理由

スポーツに関しては取組が多くある

が、参加できるリクリエーション、文

化活動が少ない。

また、当事者に情報が届いていないこ

とが課題であり、情報共有、提供の方

法についての検討が必要。

取組内容

２－２－⑥



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

福祉課

福祉課

施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性

住資源については町内に複数あり希望

者が選択できることが望ましい。グ

ループホーム等の設置に関する相談等

には、積極的に働きかけをしていくよ

う、務める。

障がいのある人が安心して住み続けることができるよう、住宅設備改修費助成事業の継続、あんし

ん賃貸支援事業*や住宅に関する各種制度の周知、入居手続き支援等を行う居住サポート事業を実

施し、障がいのある人が住みやすい環境づくりを推進する。

住宅設備改修助成事業については介護保険にて

助成が出る場合もあるため、連携を密にしなが

ら事業を継続して行っている（平成30年度1

件）。

やや遅れている やや遅れている 継続

評価理由

本施策の取組内容は概ね順調で

あるが、依然として、町内への

グループホーム等への入居希望

に対し、グループホーム等が不

足している状況が続いており、

住まいの確保が十分とは言い難

いため。

評価理由

グループホームのみならず、多

様な住まいの確保と支援に向け

ての取り組みが必要。

取組内容

障がいのある人が安心して地域生活が送れるよう、町内にグループホームを新規設置する事業者に

対し、備品購入費の一部助成及び設置にあたっての相談、調整等の支援を行う。

新規グループホームの相談があった段階から、

新規設置に対する備品購入費の一部助成につい

て説明を行い、申請のための調整・指導を行っ

た。（平成30年度新設1件助成申請はなし）

３　安心して暮らせるまちづくり ３　生活環境

①　多様な住まいの確保

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

３－３－①



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

都市計画課

施設等を維持管

理している課等

町民安全課

福祉課

音響信号の設置について茅ヶ崎警察署等関係機関と連携し、視覚障がいのある人の地域生活の安全

を図るよう努めていきます。また、障がいのある人の地域生活の安全を図るため、町内の危険個所

の点検を継続的に実施する。

H29年度に要望のあった音響信号設置個所につ

いて、交通量調査や隣接する住民への聞き取り

のうえ、県へ要望し、平成30年4月に倉見地区に

1か所が新規設置された。

また、8月から9月に実施する危険箇所点検で

は、障がいのある人を含めた町民全体の地域生

活の安全の視点で実施した。

公共施設において、今後新たに設置する施設に対しては、車いす使用者等が利用しやすいみんなの

トイレ＊の整備を推進するなど、バリアフリー化に努める。

平成２８年度に寒川駅北口地区に県の「みんな

のバリアフリー街づくり条例」に適合した公衆

トイレを設置した。これ以降、新設した施設は

ないが、公共施設等の改修時や新設の際には、

バリアフリー化の推進に努める。

３　安心して暮らせるまちづくり ３　生活環境

②　移動・公共機関等のバリアフリー化の推進

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

３－３－②



施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性

新設や改修する公共施設の設備等はバ

リアフリー化を進めるとともに、ユニ

バーサルデザインを意識した設置が必

要。

概ね順調 概ね順調 継続

評価理由

新設する公共施設や既存施設の

改修時にはバリアフリーに対応

した施設整備に努め、また、障

がい者団体等の要望に応じた対

応を行っているため。 評価理由

障がい者団体等の意向の反映が

見られる。

取組内容

３－３－②



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

町民安全課

福祉課

福祉課

町民安全課

福祉課

平成28年に作成した災害時に支援が必要な要支援者の名簿について、定期的な更新を行い、支援

関係者との情報共有を図るとともに、災害発生時には、障がいのある人等に対して、地域住民が迅

速に情報提供や適切な避難・救助を含めた支援を行うことができる体制の確立を目指す。

名簿作成時の未返信者に対し、H30年11月に再

勧奨し、258名を登録。さらに、H31年２月に新

規対象者に対し、勧奨通知を発送し、105名を登

録し、あわせて関係機関との情報共有を図っ

た。

災害時に迅速に避難できるよう、広域避難所を掲載した福祉マップの内容の充実に努める。 福祉マップについて、広域避難所を記すととも

に、各事業所等の登録内容を確認するととも

に、随時更新ている。マップは、窓口配布の

他、寒川町障がい福祉ガイドブックや町ホーム

ページに掲載している。

総合防災訓練に障がいのある人も積極的に参加できるよう支援する。 障がいのある人の防災訓練等への参加を進める

ため、手話通訳者や要約筆記者を派遣した。ま

た、町の防災対策に関して、障がい者団体に町

職員による講座を実施した。

災害時の障がいのある人の安全を確保するため、「寒川町地域防災計画」に基づき、防災対策を推

進します。発災時には、各避難所に福祉スペースを設けるほか、障がい者施設等と避難施設として

の使用に関する協定を４施設と結んでいますが、更なる締結に向けて、関係機関との協議に努め

る。

災害時における避難施設としての施設使用等に

関する協定を締結した。

３　安心して暮らせるまちづくり ３　生活環境

③　災害時の障がい者支援体制の整備

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

３－３－③



施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性概ね順調 概ね順調 継続

評価理由

本施策の取組内容は概ね順調で

あるが、民間施設等との災害協

定、災害時の要支援者の名簿未

登載者に対する対応が課題であ

る。 評価理由

内部評価と同じであるが、要支

援者の登録のほか、発災時の具

体的な動きが明確でない。

取組内容

福祉避難所として、新たな施設等との

締結を進めるとともに、障がい理解を

広げ、災害時の避難生活に備える。

３－３－③



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

消防本部予防課

福祉課

町民安全課

福祉課

施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性

評価理由

本施策の取組内容は概ね順調に

進んでいるため。

評価理由

内部評価と同じ。

取組内容

NET１１９について、登録後使用した

登録者がいないことから、使用法等の

再確認等のアフターケアを行う。

防災情報や防災無線情報をはじめ、町からのお知らせ全般をメールで配信する。 防災情報や防災無線情報をはじめ、町からのお

知らせ全般をメールで配信した。

障がいのある方が安心して暮らすため、緊急時に救急隊員が迅速に救命活動を行えるよう救急医療

情報キットの配布を行う。

緊急キットを必要とする方からの申請後、民生

委員が直接訪問し、状況の確認のうえ、キット

を配布している。（平成30年度配布数31件）

概ね順調 概ね順調 継続

各関係機関と連携しながら、聴覚障がいのある人を対象にメールから１１９番通報ができるNET１

１９＊を茅ヶ崎市との広域実施を継続するとともに、神奈川県警のファックス１１０番・メール１

１０番の周知を図る。

茅ヶ崎市の広報番組、ラジオ放送でNET１１

９、広報活動を実施。また、広報さむかわにお

いて、NET119の周知を行った。平成３０年度新

規登録者２名、平成２７年度から２４名が登

録。

３　安心して暮らせるまちづくり ３　生活環境

④　緊急時・災害時の情報提供の充実

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

３－３－④



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

福祉課

福祉課

福祉課

施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性

自立支援協議会と自治会や民生委員、

教育機関等との更なる連携の強化を進

める。

一人暮らしで自力移動が困難な重度障がいのある人に対し、緊急通報システムを貸与することで急

病や災害時の緊急連絡体制の整備を引き続き、推進する。

寒川町ひとり暮らし在宅重度障害者緊急通報シ

ステム事業を継続実施した。（H30年度利用者

１件）

障がいのある人やその家族が地域で安心して暮らせるよう、SOSネットワーク事業をホームページ

や広報紙、障がい福祉ガイドブックへの掲載やパンフレットの配布を行い、事業の周知を図る。

事業について、ホームページに掲載するととも

に、広報さむかわ９月号に掲載し周知した。ま

た、町内のスーパー等に協力を仰ぐ等、連絡網

の充実を図った。（H30年度新規登録1件）

概ね順調 概ね順調 継続

評価理由

寒川町の特性を生かした顔と顔

の見える関係づくりが進んでい

るものと考えるため。
評価理由

計画に対して概ね順調ではある

ものの、地域の中で障害者への

声掛けや支援が弱いと感じる点

もある。今後更なる連携や障が

いに対する理解が必要。

取組内容

障がいのある人の地域での孤立を防ぐために、地域の団体（民生委員・児童委員、自治会、県をは

じめとする関係機関等）の協力を得ながら、地域の見守り体制の充実を図る。

地域のネットワークづくりを目的に、町地域自

立支援協議会に設置している相談支援体制に関

するワーキンググループと、自治会長連絡協議

会や民生委員、教育関係機関との懇談会等を実

施した。

３　安心して暮らせるまちづくり ３　生活環境

⑤　見守り体制の充実

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

３－３－⑤



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

子育て支援課

学校教育課

子育て支援課

福祉課

福祉課

発達障がいに対しては、専門的な機関と連携を図りながら、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動

性障害(ADHD)、学習障害、チック障害等、障がいの早期発見に努めるとともに、発達障害者地域

支援マネージャーの活用や神奈川県発達障害支援センターかながわAと連携することで、適切な助

言や指導が行えるよう努める。

臨床心理士や保健師が専門機関と連携し相談に

対応している。

子育て支援課の子育て支援専門員や総合療育セ

ンター等と連携を図り、発達障害等の早期発見

や家族の障がい受容を促し、早期療育の実現に

努めた。

一人ひとりの障がいの状況に応じた指導方法や学習形態の工夫改善に努めるとともに、特別支援学

校と連携し、卒業予定者に対し各種制度の情報提供を行う等進路指導の充実を図る。

茅ケ崎養護学校の生徒の保護者に対し、進路説

明会において町福祉課職員が卒業後の障がい福

祉サービスの概要について情報提供を行った。

一人ひとりの障がいの特性等に応じた最適な療育・保育・教育の場の確保に向け、障がいのある子

どもの成長の各段階で適切な指導・相談や情報提供、保育園や幼稚園、特別支援学校等との連携を

図るとともに、発達や発育の遅れに心配のある子どもやその家族を具体的な支援につなげるため、

保育、母子保健、療育機関等と連携した相談支援の体制づくりにより、一貫した支援等が受けられ

るよう努める。

児童福祉法に基づく児童発達支援事業所として

ひまわり教室の運営を行うとともに、保健師や

子育て相談員と連携しながら事業を展開した。

また、地域との連携を図るため特別支援級や作

業所などとともに作品展等を開催し交流を図っ

た。

ことばの教室や教育研究室で教育相談を随時実

施するとともに、就学前には、就学相談を実施

した。

４　助け合い・支えあいのあるまちづくり ４　教育・育成

①　障がい児保育・療育・教育体制の充実

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

４－４－①



福祉課

施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性やや遅れている やや遅れている 重点化

評価理由

本施策の取組内容は概ね順調で

あるが、療育を必要とする子ど

もの増加に伴い、庁内関係各課

との連携強化はもちろんのこ

と、障がいのある児童等への教

育支援の強化が求められてい

る。

評価理由

内部評価と同じ。

取組内容

障がい児の支援については、特性に応

じた対応が必要であり、教育、保育と

の連携の更なる強化が必要。

また、モデル的に実施していた相談支

援事業所の保育園等への訪問によるク

ラス運営等の支援を本格的に実施して

いく。

保育園等の一般的な子育て支援施設において障がい児の受け入れを進めるために、障がい児支援施

設や事業所等が持っている専門的な知識・経験を提供できる体制づくりを行うとともに、子どもの

「育ち」や「暮らし」を安定させるための家族支援を行う。

相談支援事業所と町福祉課において、町内の保

育園等を訪問し、相談支援事業の周知を行っ

た。

さらに相談支援事業所が発達の遅れが気になる

子どものいる保育園等のクラス運営についての

支援実施に向け、モデル的に２園に対し訪問

し、助言等を行った。

４－４－①



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

子育て支援課

福祉課

福祉課

福祉課

就学後の障がいのある児童にコミュニケーションの方法や生活能力向上のための訓練を提供する放

課後等デイサービスの利用促進に努めます。また、夏休みをはじめとした長期休暇時も実施するこ

とにより、途切れのない支援を行う。

就学児を対象とした放課後等デイサービスを提

供する町内の登録事業所はこの数年３か所と変

わりはないが、町外の事業所が増えていること

もあり、利用者数及び利用量も増加し、概ね必

要量を支給できているものと考える。

相談支援専門員が、一人ひとりの心身の状況やサービス利用の意向、家族の状況等を踏まえ、利用

サービスの種類、内容等を定めた障がい児支援利用計画を適切に作成できるように支援する。

相談支援専門員資格取得について、神奈川県に

て行われる研修を各事業所に周知し、相談支援

専門員の確保に努めている。平成３１年３月現

在、町委託相談に従事しているものも含め、計

11人の有資格者が在籍している。

就学前の障がいのある児童には、基本的生活習慣の習得や環境への適応性を養う等、必要な訓練や

支援を行う児童発達支援について、適切なサービス量が確保できるように努め、児童発達支援セン

ター機能について、広域的な設置も含め検討する。

町営の児童発達支援事業所のひまわり教室に

て、月～金の9：30～14：30まで支援を行って

いる。

その他町外の事業所に通う児童についても、事

業所と連携を密に行い、発達状況に応じて支給

量を調整するなどサービス量の確保を行ってい

る。児童発達支援センターについては、保育所

等訪問事業等の現在不足している機能につい

て、設置までの間の代替え事業の実施ができる

よう、準備を進めた。

４　助け合い・支えあいのあるまちづくり ４　教育・育成

②　障がい児通所支援等福祉サービスの充実

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

４－４－②



施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性

障がい児の支援については、特性に応

じた対応が必要であり、福祉事業所や

教育機関、保育園等との連携の更なる

強化が必要。

また、モデル的に実施していた相談支

援事業所の保育園等への訪問によるク

ラス運営等の支援を本格的に実施して

いく。

やや遅れている やや遅れている 重点化

評価理由

障がい児等通所サービスは、概

ねニーズに合わせた支給ができ

ている状況であるが、依然とし

て町には児童発達支援センター

の設置はできておらず、一部

サービスを受けずらい状況にあ

るため。

評価理由

内部評価に同じ。

取組内容

４－４－②



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

学校教育課

施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性概ね順調 概ね順調 継続

評価理由

本施策の取組内容は概ね順調で

あるが、発達等の遅れが気にな

る子どもを含め、全国的に発達

障害児等が増加傾向にある今、

障がいへの理解促進を図る福祉

教育の推進は今後も重要と考え

る。

評価理由

インクルーシブの取り組みが行

われている。

内部評価のとおり。

取組内容

学齢期からの啓発は必須であるため、

継続的な交流の機会を設けていく。

町内の小中学校において、障がいのある児童・生徒の社会性を養うとともに障がいのない児童・生

徒に、障がいへの理解を深める交流教育を推進する。

特別支援学級と通常学級のある学校は交流級

（音楽や美術等本人の得意な教科）や給食で交

流を進めた。また、小学校で総合的な学習にお

いて車いす体験、アイマスク体験等を実施し

た。

４　助け合い・支えあいのあるまちづくり ４　教育・育成

③　交流教育の推進

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

４－４－③



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

保健師等による「育児相談」や臨床心理士による「子どもの心の相談」を実施し、特別な支援を必

要とする幼児に対しては、適切な医療や療育、福祉サービス等につなげられるよう関係機関との連

携を強化する。

「育児相談」を月２回年間２４回、「子どもの

発達相談」を月３回年間３６回実施した。ま

た、個別の状況に応じて、関係機関と連携して

支援を行った。

障がいのある子ども（発達や発育の遅れに心配のあるの子どもを含む）に対し、適切な療育相談を

行うことができるよう、医療やその他の関係機関との連携を強化し、相談・指導の充実に努める。

臨床心理士や保健師が専門機関と連携し相談に

対応している。

子育て支援課の子育て支援専門員や総合療育セ

ンター等と連携を図り、発達障害等の早期発見

や家族の障がい受容を促し、早期療育の実現に

努めた。

障がいの早期発見、早期療育を図るため、４か月児、お誕生前、１歳６か月児、３歳６か月児健康

診査を実施し、支援を必要とする親や児童に対しては、必要に応じて健康相談や訪問指導をする等

保護者の育児不安の解消をさらに図る。

健診後、発達の状況などにより、育児相談、心

理相談、親子支援の教室「あそびの広場」、ひ

まわり教室等の療育へつなげる等の継続支援

行った。

４　助け合い・支えあいのあるまちづくり ５　保健・医 療

①　母子保健の充実

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

４－５－①



施策の評価（check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性

早期の発見と、障がいに対する保護者

の受容の促しによる早期療育へつなげ

る取り組みを継続的に実施する。

概ね順調 概ね順調 継続

評価理由

本施策に位置付けられている、

取り組み内容は概ね順調である

が、発達等に遅れがある、また

は心配のある子どもは増加傾向

にあり、今後、さらにきめ細や

かな対応や、家族等への支援が

必要となってくるものと考え

る。

評価理由

子育て支援課が中心となり、訪

問や母親の対応に積極的にかか

わっている。

取組内容

４－５－①



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

健康・スポーツ

課

健康・スポーツ

課

町民安全課

福祉課

在宅重度障がい者が家庭で安心して療養生活を送るようにするための支援策として、茅ヶ崎市保健

所や医療機関、県等の関係機関と連携を取りながら相談支援体制の確立を図り、よりよい支援策の

あり方について検討する。

茅ヶ崎市保健所が中心となり、小児等在宅医療

推進連絡会や難病対策地域協議会等において、

医療機関や関係機関と災害時における取組状況

の把握や取組について協議した。

ケースに応じて関係機関と連携を図りながら、

ケース会議を通じて情報の共有をしたり、支援

方法等を検討した。

健康診査及びがん検診を実施し、障がいの原因となりうる生活習慣病の予防・早期発見・早期治療

に努めるとともに、疾病を予防するための知識や健康管理に関する情報の普及を促進するため、広

報等による継続的な情報提供や予防に向けた普及啓発に努める。

健康診査(６～１０月)、成人歯科健診(６～１１

月)、がん施設検診(４～２月）、がん集団検診

(８回)、成人の健康診査(４回)、健康体操の日

(２０回/講座６回）、地域（自治会）健康教

育、健康相談(通年)実施し、生活習慣病の予防等

の普及啓発を行った。

４　助け合い・支えあいのあるまちづくり ５　保健・医 療

②　健康づくりの充実

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

４－５－②



施策の評価（check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性

健康づくりの観点から、地域の公衆衛

生を担う保健所との更なる連携を進め

る。

健康診査時等の合理的配慮の在り方な

どについて、庁内での調整が必要。

概ね順調 概ね順調 継続

評価理由

本施策に位置付けられた取り組

み内容はおおむね順調に実施す

ることができている。

検診や予防等の普及啓発の効果

は即時図れるものではないが、

継続的に実施することが重要で

ある。また、保健所機能が茅ヶ

崎市に移管されたことにより、

更なる連携強化が必要である。

評価理由

県から茅ヶ崎市保健所に委託さ

れ、身近になったことにより連

携が強化されている。

現に障がいのある人は、一般的

な検診を受けることができず、

本施策の課題と考える。 取組内容

４－５－②



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

福祉課

施策の評価（check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性達成 達成 継続

評価理由

対象となる手帳取得者全員に対

する医療証等の交付しているこ

とから、対象者に対する周知徹

底がなされていると判断したた

め。

今後も新規取得者等に対する周

知を徹底していく。

評価理由

内部評価と同じ。

取組内容

今後も、手帳取得者や変更等があった

方に、もれなく申請を促すとともに、

全対象者への受給者証の交付に努め

る。

自立支援医療（更生医療、育成医療、精神通院医療）制度や重度障害者等医療費助成制度等の各種

医療費助成制度の周知を徹底し、その利用の促進を図る。

新規手帳取得時や等級変更による再交付時等

に、障害福祉ガイドブック等を用いて制度利用

の周知や医療費助成に関する申請を促してい

る。現状として、対象者全員に受給者証等を交

付することが出来ている。

４　助け合い・支えあいのあるまちづくり ５　保健・医 療

③　医療費の給付・助成

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

４－５－③



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

福祉課

福祉課

福祉課

専門性が求められる多様な相談内容に応じるため、福祉課窓口に精神保健福祉士等の有資格者を配

置することに努める。（再掲）

福祉課に精神保健福祉士を配置しするととも

に、相談支援事業所を南北に２箇所設置するこ

とにより相談支援体制を確保した。

精神障がい者が、退院後も必要な医療を中断することなく、地域で安全安心な暮らしができるよう

にするための支援体制の充実に努める。

病院やその他支援機関と退院前ケース会議を実

施し、退院後の生活に向けた準備を行うなどの

支援を実施した。

精神障がいのある人の社会復帰に向け、生活指導、社会復帰援助等について、茅ヶ崎市保健所や関

係機関等の協力を得ながら、精神保健福祉士等による訪問・相談の充実を図る。

茅ヶ崎市保健所と連携をし、対象者宅への訪問

を行うなど、柔軟に対応するとともに、必要に

応じて嘱託医の訪問による、状態の確認を実施

している。

茅ヶ崎市保健所実績

相談件数　H29　236件→H30　286件

訪問件数　H29　49件→H30　59件

４　助け合い・支えあいのあるまちづくり ５　保健・医 療

④　精神保健福祉対策の推進

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

４－５－④



施策の評価（check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性

今後も、精神保健福祉対策について

は、茅ヶ崎市保健所と綿密に連携して

対応をしていく。

概ね順調 概ね順調 継続

評価理由

本施策に位置付けられている、

取り組み内容は概ね順調に進ん

でいる。

茅ヶ崎市保健所の相談、訪問件

数ともに増加していることか

ら、更なる連携を行っていく必

要がある。

評価理由

概ね順調に進んでいるが、相談

件数が増加していることから、

さらなる充実が求められる。

取組内容

４－５－④



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

福祉課

就労後の定着支援についても、湘南障害者就業・生活支援センター等と連携しながら、就労に関す

る相談体制の充実を図ります。

公共職業安定所や湘南就労援助センターの協力

により、町役場において、年間６回の就労相談

を実施した。

湘南就労援助センター登録者実績

H29　２３５件　→　H30　２４７件

福祉課

身近なところで就労に関する相談ができるような体制の確保に努めます。

就労意欲をもつ障がいのある人が、その能力に応じた職場に就労できるよう、公共職業安定所や湘

南障害者就業・生活支援センター等と連携しながら、就労に関する相談体制の充実を図ります。

公共職業安定所の求人票を窓口に配置するとと

もに、定期的に更新することで、最新の情報を

窓口で閲覧できるようにしている。

病状や能力等に応じ、就労援助センターと連携

を図りながら、就労の相談を実施するととも

に、その他就労系の事業所との連携を図ってい

る。

５　障がいのある人の自立支援の促進 ６　雇用・就労

①　就労相談窓口の充実

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

５－６－①



施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性

障がいのある人が増加傾向にあるた

め、今後も相談窓口や相談機会の充実

に努める。

概ね順調 概ね順調 継続

評価理由

公共職業安定所や湘南障害者就

業・生活支援センター等との連

携のもと、就労相談を実施でき

ている。また、就労援助セン

ターの登録件数も増加している

ため。

評価理由

窓口の充実に関しては順調に進

んでいる。

取組内容

５－６－①



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

産業振興課

施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性未実施 未実施 重点化

評価理由

企業訪問等を実施しているもの

の、訪問目的相違のため、現状

として福祉的就労の啓発が未実

施であるため。

評価理由

産業振興課だけに任せず、労政

と福祉が連携して障害者の雇用

環境の確保を図る必要がある。

取組内容

産業振興課で把握している障がい者の

雇用状況を参考に、まだ雇用していな

い企業等への働きかけを行うなど、新

たな啓発について検討を進める。

障がいのある人の雇用を促進するため、町内の民間企業や事業主への訪問活動等を通じ、障がい者

雇用に関する啓発活動を推進します。

「寒川町企業等の立地促進に関する条例」の適

用措置を受けた企業において、新規雇用者毎に

奨励金を交付している。新規雇用者が障がい者

の場合には増額することで、障がい者雇用の促

進を推進している。

なお、産業振興課の企業訪問では、雇用状況の

把握等を主に行っており、啓発までは行えてい

ない。

５　障がいのある人の自立支援の促進 ６　雇用・就労

②　雇用啓発事業の充実

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

５－６－②



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

福祉課

各課

施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性やや遅れている 遅れている 重点化

評価理由

この数年、受注内容に変化な

く、年間200万円程度を推移し

ている。

町と障がい者就労施設等事業所

とで受注可能な業務のすり合わ

せ等が現在の課題と考える。

評価理由

受注している役務は安定してい

るが、今後受注増につながる内

容の検討が必要。

取組内容

障害者事業所や、町の可能な範囲での

受注機会や内容について、庁内で検討

を進めていく。

障がい者就労施設等事業所連絡会に対して、物品等や役務の提供の受注機会の拡大に努める。 福祉課を窓口として、庁内各課に障がい者施設

等への業務委託への配慮を依頼している。障害

者優先調達推進法に基づき、町は調達方針を策

定し、取り組みを進めた。

５　障がいのある人の自立支援の促進 ６　雇用・就労

③　官公需における受注機会の拡大

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

５－６－③



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

福祉課

福祉課

施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性

今後も就労援助センターや、相談支援

事業所、就労継続支援事業所等との連

携を進める。

一般就労に移行した障がいのある人に対し、就労の定着に向けた支援を行う。 就労定着支援事業の活用や就労援助センターを

通じ、障がい者が継続的に就労できる環境づく

りに努めた。

概ね順調 概ね順調 継続

評価理由

就労移行支援等を利用し、一般

就労へ移行した者の目標を、平

成30年から3年間で12人を目標

としている。

H30年度の実績は、8名であった

が、一般就労後の退職者も2名

おり、就労定着の支援強化が今

後の課題と考える。

評価理由

内部評価のとおりであるが、就

労に関しては定着支援が重要で

あり、就労援助センターとの連

携が重要。

取組内容

一般就労が困難な障がいのある人に対し、就労移行支援や就労継続支援等福祉的就労の場の確保に

努める。

障がい者の状況や障がい特性に応じて、就労移

行支援や就労継続支援の事業所の見学や紹介を

相談支援事業所や事業所と連携を図り実施して

いる

５　障がいのある人の自立支援の促進 ６　雇用・就労

④　福祉的就労の充実、就労定着にむけた支援

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

５－６－④



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

福祉課

施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性概ね順調 やや遅れている 継続

評価理由

公共職業安定所や湘南障害者就

業・生活支援センター等との連

携のもと、就労相談を実施する

とともに、求人票等の情報提供

を行うことができている。 評価理由

内部評価と同じ。

取組内容

今後も、身近な窓口で情報提供するこ

とにより利用者の利便性を図る。

湘南障害者就業・生活支援センター及び公共職業安定所と連携しながら、障がいのある人に対し、

福祉課窓口で求人情報を提供し、職域の開拓を行う。

公共職業安定所の求人票を窓口に配置するとと

もに、定期的に更新することで、最新の情報を

窓口で閲覧できるようにしている。

５　障がいのある人の自立支援の促進 ６　雇用・就労

⑤　障がいのある人への情報提供の推進

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

５－６－⑤



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

寒川総合図書館

産業振興課

福祉課

施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性遅れている 遅れている 重点化

評価理由

寒川町図書館における茅ヶ崎養

護学校対象の職場体験は、参加

者、学校ともに評価が高く、引

き続きの実施を希望されてい

る。

しかし、その他の受け入れが進

んでいないことや、町内企業へ

の働きかけが未実施となってい

るため。

評価理由

茅ヶ崎養護学校の体験に限定さ

れており、中途障がい者の体験

の場がない。

取組内容

茅ヶ崎養護学校対象の体験のほか、そ

のほかの障がいのある方を対象とし

て、庁内における職場体験の機会を設

けていく。

就業実習の場を提供するため、特別支援学校（養護学校）に通っている生徒やその他障がい福祉就

労系サービスの利用者に、寒川総合図書館等公共施設での実習の実施や、寒川町役場での実習を検

討していきます。また、働きたいと希望する障がいのある人が、身近な場所で就労ができるよう、

町内企業に対する理解促進などの周知活動を行い、就労の場の確保に努めます。

茅ヶ崎養護学校の生徒を対象に、寒川町図書館

において職場体験を実施した。

町内企業に対しては、産業振興課の企業訪問時

に、障がい者就労に関するリーフレットを配布

することで周知した。

５　障がいのある人の自立支援の促進 ６　雇用・就労

⑥　職場体験事業の実施

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

５－６－⑥



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

総務課

施策の評価（Check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性遅れている 遅れている 継続

評価理由

定年退職により雇用率が減少し

ていくことも鑑み、障がい者の

雇用について、取り組んでいる

が、採用までに至らなかった。

評価理由

事務職（身体障害）以外の職種

の検討など、積極的な障がい者

雇用が求められている。

取組内容

行政は、企業へ障がい者の雇用を促し

ている立場でもあり、町の法定雇用率

の達成に努めていく必要がある。

町での雇用において、障がいのある人の法定雇用率の達成に努める。

職員採用時に、障がい者の募集を実施。平成30

年4月1日に1人採用（H29募集）。平成３０年度

は募集するも合格者はなかった。障がい者雇用

率は、H30年6月1日基準で1.92％（法定雇用率

2.5％）となっている。

５　障がいのある人の自立支援の促進 ６　雇用・就労

⑦　町職員の障がいのある人の雇用推進

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

５－６－⑦



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

福祉課

各課

施策の評価（check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性概ね順調 概ね順調 継続

評価理由

情報提供方法に配慮が必要な障

がい者等への対応ができている

ものと考えるため。

評価理由

概ね計画どおり進んでいるが、

町からの情報提供時に、単にル

ビを振るのではなく、障がいの

ある人に関わらず、誰に対して

も、わかりやすい表現をしてい

るかなど、常に配慮を心掛ける

必要がある。

取組内容

情報提供については、合理的配慮の面

からもさらなる推進に努める。

障がいのある人やその家族が、いつでも簡単に情報を得ることができるよう、障がいの状況に配慮

した多様な情報提供の方法について検討し推進する。

視覚障がい者には、点字や拡大文字での通知

や、希望に応じてメールでのやり取りを行って

いる。また、新規手帳取得者や、転入者などに

対し、情報提供の方法等について、希望をうか

がうなど、障害に応じた情報提供に努めた。

５　障がいのある人の自立支援の促進 ７　情報・コミュニケーション

①　情報提供システムの推進

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

５－７－①



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

広報戦略課

福祉課

福祉課

福祉課

福祉課

聴覚障がいのある人のコミュニケーションを確保するため、手話講習会事業や登録手話通訳者等と

の連絡会を開催し、人材の資質向上を図る。

手話講習会は、５年間の計画に沿って年間２

コースを町聴覚障碍者協会への委託により実

施。また、手話通訳者等との連絡会及び研修会

を年に１度開催し、資質の向上を図った。

障がいに応じたコミュニケーション機器が給付できるよう、日常生活用具の給付を行う。 継続して情報・通信支援用具等の給付を実施し

た。

発達障がいや知的障がい、身体障がいで麻痺のある方など、言葉で伝えられない方などに対するコ

ミュニケーションボードなどの視覚的支援の普及に努める。

一之宮小学校広域避難所運営委員会と地域自立

支援協議会で協力し、災害時に障がい者等に向

けた掲示物を作成した際に、コミュニケーショ

ンボードについて紹介した。

視覚障がいのある人の情報バリアフリー化に配慮し、ウェブアクセシビリティに配慮したホーム

ページの作成に努めていきます。また広報紙や選挙公報についても、視覚障がいのある人向けに点

字版や音声版の作成を引き続き実施していくとともに、拡大版についても検討する。

視覚障がいのある人の情報バリアフリー化に配

慮し、ウェブアクセシビリティに配慮したホー

ムページ作成している。また視覚障がいのある

人向けに作成している、録音テープについて

は、定例的に作成している広報誌等のほか寒川

町障がい者福祉計画についても、ボランティア

の協力により作成し、希望者へ配布した。

５　障がいのある人の自立支援の促進 ７　情報・コミュニケーション

②　コミュニケーション手段の確保

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

５－７－②



施策の評価（check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性概ね順調 概ね順調 重点化

評価理由

本施策に位置付けられた取り組

み内容は概ね順調に実施するこ

とができている。

コミュニケーションツールの多

様化も進んでおり、今後は、柔

軟な対応が求められている。

評価理由

概ね計画どおり進んでいるが、

視覚や聴覚障がいに対する支援

のほか、コミュニケーション支

援ボード等の推進に努める必要

がある。 取組内容

今後も、合理的配慮の推進のため、コ

ミュニケーション支援を行っていくと

ともに、災害時に向け、広域避難所に

コミュニケーション支援ボードの設置

を進めていく。

５－７－②



寒川町障がい者計画進捗管理シート

基本目標 施策分野

具体の施策

主管課

福祉課

施策の評価（check） 今後の取組（Action）

内部評価 外部評価 方向性概ね順調 概ね順調 継続

評価理由

福祉マップを随時更新し、窓口

への配架、ホームページでの公

開等を実施することができてい

るため。

評価理由

概ね計画どおりに進んでいる。

福祉マップの活用は、障がい者

だけでなく、高齢者等にも活用

できるため、一般町民の目につ

くところなどに配置するなどの

活用も検討すべき。

取組内容

福祉マップの随時更新を継続して行う

とともに、公共機関等でのマップの活

用等について、検討する。

障がいのある人が地域で安心して外出し、施設を有効に利用でき、災害時においては、避難マップ

としても利用できるよう、公共施設等のバリアフリー化や福祉事業所の情報を掲載した福祉マップ

を窓口等で配布する。

福祉マップを福祉課窓口において配布するほ

か、毎年発行している町障がい福祉ガイドブッ

クに掲載し、手帳の取得時等随時説明・周知を

実施した。

５　障がいのある人の自立支援の促進 ７　情報・コミュニケーション

③福祉マップの配布・活用

施策の内容（Plan） 進捗状況（Do）

５－７－③


